
毛呂山町空き家等解体事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、町内の老朽空き家等の解体を推進し、町民の生活環境の保

全及び安全で安心なまちづくりの推進を図るため、老朽空き家等を解体する者

に対し、予算の範囲内において毛呂山町空き家等解体事業補助金（以下「補助

金」という。）を交付することについて必要な事項を定めるものとする。  

２ 前項の補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則（平成２３年毛

呂山町規則第１号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。  

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 空き家等 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２

７号。次条第３号において「空家法」という。）第２条第１項に規定する空

家等であるものをいう。 

(2) 老朽空き家等 町内に存する昭和５６年５月３１日以前に着工された一戸

建ての住宅又は併用住宅であって、１年以上居住その他の使用のない状態で

あるものをいう。 

(3) 町内業者 町内に住所を有する個人事業者又は町内に本店、支店若しくは

営業所を有する法人をいう。 

（補助対象老朽空き家等） 

第３条 補助金の交付の対象となる老朽空き家等（以下「補助対象老朽空き家

等」という。）は、次の各号のいずれにも該当する老朽空き家等とする。ただ

し、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

(1) 個人が所有する空家であること。 

(2) 併用住宅にあっては、住宅部分の床面積が延床面積の２分の１以上であ

り、住宅部分以外の部分が店舗又は事務所として利用されていないこと。 

(3) 申請時から過去５年において、賃貸の用に供していないこと。  

(4) 空家法第２２条第２項の規定による勧告を受けていないこと。  

(5) 公共事業等の補償の対象となっていないこと。 

(6) 国又は地方公共団体その他これに類する団体からこの要綱と類似する補助



金、助成金その他これらに類するものの交付の対象となっていないこと。  

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）

は、補助対象老朽空き家等の所有者又はその相続人（以下「所有者等」とい

う。）であって、町税等を滞納していない者とする。 

（補助対象工事） 

第５条 補助金の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、補助対

象老朽空き家等を解体し、更地にする工事であって、次の各号のいずれにも該

当するものとする。 

(1) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）別表第１の下欄に掲げる土木工事

業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第３条第１項の許可を受けた

者（第８条第６号において「建設業者」という。）又は建設工事に係る資材

の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）第２１条第１項の

登録を受けた者が請け負う工事であること。 

(2) 第９条の規定による補助金の交付決定の日以後に着手する工事であるこ

と。 

(3) 補助対象者以外に当該補助対象老朽空き家等の所有権その他の権利を有す

る者（以下この号において「共有者等」という。）がある場合にあっては、

当該補助対象老朽空き家等を解体することに関して、全ての共有者等の同意

を得ている工事であること。 

(4) 借地にある補助対象老朽空き家等の場合にあっては、土地所有者から解体

の同意を得ている工事であること。 

（補助対象経費） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費（次条において「補助対象経費」とい

う。）は、補助対象老朽空き家等の除却並びに除却に係る廃材等の運搬及び処

分に要する費用とする。ただし、家財道具、機械、車両等及び地下埋設物（浄

化槽等の設備を含む。）の運搬及び処分に要する費用を除くものとする。  

（補助金の額等） 

第７条 補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（１，０００円

未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。以下同じ。）とし、



４０万円を限度とする。ただし、町内業者と契約し行う補助対象工事の場合に

あっては５０万円を限度とする。 

２ 補助金の交付は、交付対象となる空き家に対して1回限りとする。 

（交付申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者 （以下「申請者」という。）は、毛

呂山町空き家等解体事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を

添えて、町長に申請しなければならない。 

(1) 位置図 

(2) 補助対象工事に要する費用の見積書の写し（見積書の宛名が申請者となっ

ているもの） 

(3) 現況写真 

(4) 所有者等であることを証する書類 

(5) 建物登記事項証明書又は固定資産課税台帳家屋記載事項証明書  

(6) 補助対象工事を行う建設業者の建設業許可証又は建設工事に係る資材の再

資源化等に関する法律第２３条第２項の規定による通知の写し 

(7) 適正管理に係る誓約書（様式第２号） 

(8) 共有者等及び土地所有者の同意書 

(9) その他町長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第９条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、

補助金の交付の可否を決定し、毛呂山町空き家等解体事業補助金交付（不交

付）決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。  

（補助対象工事の内容変更又は中止） 

第１０条 前条の規定による交付決定を受けた者（以下「交付決定者」とい

う。）は、補助対象工事の内容を変更しようとするとき、又は補助対象工事を

中止しようとするときは、毛呂山町空き家等解体事業補助金変更（中止）届

（様式第４号）に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。  

２ 町長は、前項の規定による届出を承認したときは、毛呂山町空き家等解体事

業補助金変更（中止）承認通知書（様式第５号）により申請者へ通知するもの

とする。 



（実績報告） 

第１１条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに毛呂山町空

き家等解体事業補助金実績報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて、

当該工事が完了した日から起算して３０日を経過する日又は当該年度の３月１

５日までのいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。  

(1) 補助対象工事の請負契約書の写し（契約者が申請者となっているもの）  

(2) 補助対象工事に要した費用の内訳を示す書類 

(3) 補助対象工事の領収書又は請求書の写し（領収書又は請求書の宛名が申請

者となっているもの） 

(4) 解体後の現場写真 

(5) 廃棄物の処分に関する証明書の写し 

(6) その他町長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１２条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、

適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定するとともに、毛呂山町空

き家等解体事業補助金交付確定通知書（様式第７号）により交付決定者に通知

するものとする。 

（補助金の請求） 

第１３条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けよ

うとするときは、毛呂山町空き家等解体事業補助金交付請求書（様式第８号）

を町長に提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第１４条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交

付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１５条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金

の交付決定を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。  

(2) この要綱の規定に違反したとき。 

(3) 補助対象工事を中止したとき。 



２ 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合は、毛呂山町空き家等

解体事業補助金交付決定取消通知書（様式第９号）により交付決定者に対し通

知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１６条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合におい

て、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し毛呂山町空き家等

解体事業補助金返還請求書（様式第１０号）により期限を定めてその全部又は

一部を返還させることができる。 

（権利譲渡の禁止） 

第１７条 交付決定者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担

保に供してはならない。 

（その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町

長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 


